
今月は、国民健康保険税第２期、固定資産税・都市計画税第１期、
軽自動車税の納付月です。納期内の納付をお願いします。

問日田市新型コロナウイルス関連相談総合窓口（特別定額給付金担当）☎㉒８２８１・☎㉒８２４３（市役所３階）

特別定額給付金の手続きが始まりました

▼対象者
　基準日（４月27日）に、日田市の住民基本台帳に記
録されている人

▼給付額
　世帯構成員１人につき10万円

▼受給権者
　世帯の世帯主
※配偶者からの暴力等を理由に避難している人で、事情によっ
て４月27日以前に現在住んでいる日田市に住民票を移すこ
とができなかった人はご相談ください。

▼申請方法
　感染拡大防止のため、原則下記の方法で申請
①必要事項を申請書等に記入し郵送
②マイナンバーカードを用いてマイナポータルサイトで
オンライン申請

【申請に準備するもの】
①の場合（郵送）
・免許証等本人確認できるもの（写し）
②の場合（オンライン）
・マイナンバーカード
・スマートフォン又はパソコン（ＩＣカードリーダライ
タ等の機器が必要）
①・②共通事項
・振込先口座の金融機関名、口座番号、口座名義人が分
かる通帳又はカード（写し）

市役所

市役所

 国の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」で決定した特別定額給付金を給付します。給付申請書を世帯主宛てに送付
しましたので、期限までに手続きをしてください。

申請内容を確認後、口座振り込み等
によって給付を行います

受給権者（世帯主）

①郵送申請
②オンライン申請

▼申請期間　給付申請受付開始日～３か月後

　　①の場合
同封の返信用封筒で返送
してください。

　　　②の場合
マイナポータルは政
府が運営するＷＥＢ
サイトです。右記二
次元コードからご確
認ください。

受給権者（世帯主）に申請書
を送付しました（右記封筒）

日田市役所　　☎㉓３１１１　 天瀬振興局　　☎57８２０１
大山振興局　　☎52３１０１　 前津江振興局　☎53２１１１
中津江振興局　☎54３１１１　 上津江振興局　☎55２０１１
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